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► 企業は、今後これらの動向を注視するとともに、当該提案によるビジネスへ
の影響について、OECDや国内外の政策立案者との連携を検討すべきです。

更に、企業はこれらの変更案が及ぼす潜在的な影響を見極める必要があり
ます。

最新の動向

2020年10月12日、経済協力開発機構（以下、「OECD」）とOECD/G20の「税源浸食と利益
移転（以下、「BEPS」）に関する包摂的枠組み」1は、経済のデジタル化がもたらす課税問題
に対処するための現行プロジェクト（以下、「BEPS 2.0プロジェクト」）に関連し、一連の文書
を発表しました。このプロジェクトは、過去のBEPS行動計画からの進展であり、2つの要素
から構成されています。第一の柱は、新たな課税権（ネクサス）と利益配分ルールの策定に
焦点を当て、第二の柱は、世界的な最低課税ルールの策定に焦点を当てています。

OECDの包摂的枠組みが、BEPS 2.0のブループリント（詳細計画）
報告書とパブリックコンサルテーション文書を公表し、2021年半ば
までの合意を目指す

1 OECD/G20のBEPSに関する包摂的枠組みは、137カ国・地域が加盟しており、
BEPS対応策の実施に向けて協力しています。
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OECDが公表した一連の文書には次のものが含まれてい
ます。

► 「BEPSに関する包摂的枠組み」による第一の柱及び
第二の柱のブループリント報告書の序文

► 「BEPSに関する包摂的枠組み」による第一の柱のブ
ループリント報告書

► 「BEPSに関する包摂的枠組み」による第二の柱のブ
ループリント報告書

► 第一の柱及び第二の柱のブループリント報告書に関
するパブリック・コンサルテーション文書

► OECD事務局による経済的影響分析

► BEPS 2.0プロジェクト策定に係るハイライト・パンフ
レット

► BEPS 2.0プロジェクトに関する「10のよくある質問」

► G20の財務相・中央銀行総裁に対するOECD事務総
長報告書

上述の文書の公表に関連し、アンヘル・グリアOECD事務
総長とパスカル・サンタマンOECD租税政策・税務行政セ
ンター局長は、オンライン記者会見でBEPS2.0プロジェク
トの進展に関する最新情報を発表しました。更に、OECD
事務局は、BEPS 2.0プロジェクトの技術的側面の進捗状
況および、その他の国際課税への取組みに関するウェブ
キャストを主催しました。当該ウェブキャストのオンデマン
ド配信とプレゼンテーション資料は、OECDのウェブサイト
からアクセスできます。

「BEPSに関する包摂的枠組み」が発表した「ブループリン
ト報告書の序文」によると、 COVID-19パンデミックの中
BEPS 2.0プロジェクトの作業に実質的な進展があった一
方、まだ解決すべき重要な政策的・技術的な課題が残さ
れているとしています。このため、当該ブループリント報
告書は「BEPSに関する包摂的枠組み」の加盟国・地域に
よる合意を反映するものではなく、2020年末までに合意
に基づく解決策を見出すという当初の目標が達成できな
いことを意味します。「BEPSに関する包摂的枠組み」は、
2021年半ばまでに合意形成が達成できるよう交渉を続
けることを確約するとともに、「各国・地域が合意に基づく
解決策を実施できるよう、技術的な問題を解決し、モデル
法案の草稿、ガイドライン、国際的なルールやプロセスを
策定する」としています。

この目的の為、「BEPSに関する包摂的枠組み」は、第一
の柱及び第二の柱のブループリント報告書とパブリックコ
ンサルテーション文書を発表し、2020年12月14日まで
に利害関係者から書面によるコメン卜を募集しています。
ブループリント報告書は、第一の柱及び第二の柱に関す
る政策的な特徴、原則及びパラメータについての見解を
反映するとともに、「BEPSに関する包摂的枠組み」の加
盟国・地域間の見解の相違を埋める必要がある政策的・
技術的課題を特定したものです。

ハイライト・パンフレットは、ブループリント報告書と経済
的影響分析の概要と、政治的な決定を通じて解決すべ
き第一の柱及び第二の柱の主要な問題の要旨を掲載し
ています。第一の柱に係る未解決事項は、Amount Aの
適用対象範囲、新たな課税権の下で配分される残余利
益の金額、Amount A以外についての強制的・拘束的紛
争解決の範囲、Amount Bの対象範囲と適用に関するも
のです。第二の柱に関しては、諸提案の主要な設計上
の特徴に関する異なる見解を解消するために、適用対
象除外（カーブアウト）、ブレンディング、ルールの順序、
税率などに関する政治的な合意が求められています。

OECD 事務局は、第一の柱及び第二の柱に関する作業
の一環として経済影響分析を発表しました。当該分析は、
「BEPSに関する包摂的枠組み」の加盟国・地域のコンセ
ンサスを表すものではありません。この経済影響分析に
よると、第一の柱及び第二の柱についての完全な合意
が得られれば、全世界の法人税収が年間500〜800億
米ドル増加すると推測されています。これらの改革と現
行法である米国外軽課税無形資産所得（以下、
「GILTI」）合算課税の効果を総合すると、その効果は年
間600〜1,000億米ドルの歳入増加、または全世界の
法人税収の約4%に相当します。OECD事務局によると、
この計算には、米国の税制改革及び2015年に発表さ
れたBEPS 1.0プロジェクトの最終成果物の導入等の影
響が考慮されていません。更に、当該経済予測には、
COVID-19のパンデミックに伴う景気悪化の影響等も、
考慮されていません。

第一の柱及び第二の柱の概要

第一の柱 – 新たな課税権と利益配分ルールの策定

第一の柱の目的は、事業利益に対する課税権の配分に
関する統合的なアプローチを構築し、市場国・地域の課
税権を拡大することです。これを実現するために、第一
の柱には、次の3つの要素が含まれています。

a) Amount A：多国籍企業グループ（以下、「MNE」）ま
たは、MNEのセグメントに配分される（みなし）残余
利益に対する市場国・地域の新たな課税権。
Amount Aに基づく新たな課税権が適用されるのは、
定義された対象範囲に含まれるMNEのみです。ブ
ループリントには、活動テス卜と基準値テス卜の2種
類が区別して挙げられています。

活動テストは、既存のネクサスルールによる市場に
おける相応な水準の課税プレゼンスを持たずに、当
該市場国・地域の経済活動に持続的に関与し得る
MNEを捕捉することを目的としています。これには、
自動化されたデジタルサービス（以下、「ADS」）と消
費者向けビジネス（以下、「CFB」）のいずれかもしく
は双方の力テゴリーに該当するMNEが含まれます。



ブループリントにおいて、ADSとは、ー般に、自動化され
ている（すなわち、特定のユーザーに対する当該サービ
スが人的な関与なしに提供され得る）、かつデジタルであ
る（すなわち、インターネットまたは何らかの電子ネット
ワーク上で提供される）サービスと定義されています。

ブループリントにおいて、CFBとは、通常消費者に販売さ
れるような種類の物品及びサービスの販売により収入を
生み出す事業（仲介人、及びフランチャィズまたはライセ
ンスを通じて、間接的な販売を行う事業を含む）と定義さ
れています。

一方、特定の天然資源、特定の金融サービス、居住用不
動産の建設・販売・賃貸、ならびに国際航空及び海運事
業は、Amount Aの対象外とされています。しかしながら、
非金融機関が行っている金融関連の活動が適用除外対
象となるかについては、未だ不透明な状況です。

Amount Aの基準値テストは、（i）全世界収入テストと（ii）
対象範囲内の外国収入に関するデミニマス基準テストに
分かれています。全世界収入テストは、年間連結収入が
基準値を下回るMNEをAmount Aの対象から除外するこ
とを目的としたものです。ブループリントでは、国別報告
書（以下、「CbCR」）の目的において使用されている7億
5,000万ユーロを適用することが検討されています。対
象範囲内の外国収入に関するデミニマス基準テストは、
対象範囲に含まれる外国収入額か少なく、その結果とし
てAmount Aに基づき再配分される利益額か少ないMNE
を除外することを意図したものです。

Amount Aの市場国・地域への配分額を決定するにあた
り、ブループリントには、 ADSとCFBで異なるネクサス
ルールが示されています。ADSについては、市場収入の
基準値（年間 [X百万ユーロ] ）を上回ることによってネク
サスが確立されます。ブループリントでは、ネクサスの確
立にあたって収入の基準値が唯一のテストとなっている
のは、MNEが物理的なプレゼンスなしにADSの提供を通
じて積極的に市場国・地域の経済活動に関与できるため
とされてています。

CFBについては、ブループリントに基づく新たなネクサス
の基準が、ADSと比べて厳しく、単なる販売を超えた市場
国・地域への重要かつ持続的な関与の証拠を示す追加
的な指標が必要になります。ブループリントに示されてい
る「プラス要因」は、対象範囲の販売に関連する活動を当
該市場国・地域内で実施する子会社又は恒久的施設（以
下、「PE」）です。このプラス要因については、関連性のあ
る販売関連活動に基づいた物理的プレゼンスのテストが
必要になります。他に「BEPSに関する包摂的枠組み」に
おいてプラス要因として検討されているのは、特定の基
準値を上回る収入をプラス要因として取り扱うことの可否、
市場国・地域における人員の継続的なプレゼンスに基づ
くテスト、並びに広告および販促費に基づくテストです。

その後、特定されたAmount Aは、定式的計算を用いて
適格市場国・地域に配分されます。既存の利益配分ルー
ルとこの新たな課税権の相互関係を調整し、二重課税を
排除するメカニズムが整備されます。

b) Amount Bは、独立企業原則と整合した方法で「基
本的なマーケティングおよび販売活動」を実施する
関連者兼販売者の報酬を標準化することを目的とし
ています。これらのルールは、移転価格ルールの運
用を簡素化し遵守コストを削減すると同時に、税の
確実性を高め、紛争を低減することを意図したもの
です。Amount Bは、既存のネクサスを持つ法人や
PEに適用され、Amount Aの新たなネクサスルール
には関係していません。

c) 効果的な紛争予防および解決メカニズムを通じて税
の確実性を改善するためのプロセスを設けるとして
います。ブループリントは、Amount Aについての紛
争防止・解決と、Amount A以外についての紛争防
止・解決という２つの一連のルールが提案されてい
ます。

ブループリントでは、第一の柱に係る実施の枠組みが策
定されていません。枠組みの策定にあたっては、国内法、
国際公法、及びこれら2つの要素を補完する指針という3
つの異なる側面が横断的に求められます。

国内法への導入を行う目的は、（i）Amount Aの設計と
一貫した国内の課税権、（ii）二重課税の救済、（iii）新た
なルールの運用に係るプロセス、及び（iv）紛争解決を改

善するためのプロセスとなります。また、既存の租税条
約はAmount Aの適用の妨げとなるため、（おそらく多国

間条約の策定を通じた）国際公法の変更も必要とされま
す。

第二の柱 – グローバル最低課税ルールの策定

第二の柱は、所得合算ルール（以下、「IIR」）、軽課税支
払ルール（以下、「UTPR」） （以下、総称してグローバル
税源浸食防止（「GloBE」）規則）、課税対象ルール（以下、
「STTR」）からなる、協調的な一連のグローバル最低課
税ルールの導入を求めています。これらのルールの目
的は、MNEの本社所在地や各事業体の居住地国にか
かわらず、対象となる事業所得に最低限の法人税を課
すことです。

対象となるグループおよび事業体の決定は、主にCbCR
に関連して使用される定義およびメカニズムに基づいて
います。除外される事業体に対するみなし規定を前提と
して、GloBE規則は、直前会計年度の連結グループ総収
入が7億5,000万ユーロ以上のMNEに適用されます。ブ
ループリントでは、除外される事業体として、投資ファン
ド、年金基金、政府機関、国際機関、非営利団体を挙げ、
それぞれの具体的な定義が示されています。
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第二の柱の目的を達成するために採用される関連ルー
ルは、次のとおりです。

a) IIRは、外国支店又は被支配企業の所得が居住地国
にて最低税率未満（最終的に適用される最低税率は
今後の合意事項であるが、パブリックコンサルテー
ション文書の設例では10%～12.5%とされている）の
実効税率（以下、「ETR」）で課税される場合に適用さ
れ、関連する親会社レベルでトップアップ（追加）課税
の対象となる。PEの収益にIIRを適用する際に、外国
所得免除方式を無効にする条約ベースのスイッチ
オーバー・ルールが検討されている。

b) UTPRは、関連者への支払いが受領者側で最低税率
未満のETRで課税される場合、当該支払いについて
損金算入の制限又は否認（或いは国内法で認めら
れる同様の税務調整）により支払国側にトップアップ
課税を可能にする。

c) STTRは、対象となる関連者への支払いに源泉税を
課すことにより、GloBE規則を補完します。STTRは、
独立した租税条約ルールとして機能し、対象となる支
払金が重要性の閾値（今後の合意事項）を上回ると
同時に受領者側で最低税率未満の名目税率で課税
される場合に適用されます。

STTRの「対象支払い」は、（i）利息及びロイヤルティの支
払、（ii）フランチャイズ料、役務と組み合わせた無形資産
の使用料又はその他の支払い、（iii）保険料又は再保険
料、（iv）保証料、仲介料又はファイナンス・フィー、（v）動
産の使用又は使用権に対する賃貸料又はその他の支払
い、（vi）マーケティング、調達、代理業又はその他の仲
介サービスの提供の対価が含まれます。

ルールの調整

第二の柱のルールにおいて、最も優先されるルールは
STTRです。これは、GloBE規則の下でETRを決定する際
に、STTRの適用による追加課税が考慮されることに起
因します。IIRはUTPRよりも優先されることになり、その
結果、GloBE規則に従ってIIRの対象となる在外構成事業
体により直接または間接的に管理されている構成事業
体に関しては、UTPRによる追加課税を割り当てることは
できません。

香港への影響

香港の一次的課税権の保護

現在提案されているGloBE規則に従い、香港がIIRを導
入した場合、香港最終親会社（以下、「UPE」）が低税率
国に有する構成事業体に対して追加課税が適用される
可能性があります。この場合、IIRの対象となる香港域外
の構成事業体は、UTPRの対象外となります。ブループ
リントに基づくと、香港UPEが香港域内に有する構成事
業体が軽課税の対象となっている場合、香港において
当該構成事業体にIIRを適用することはできないとされて
います。この場合、これらの香港構成事業体が香港域外
に所在する関連者から受領する特定の支払いに関して、
UTPRが適用される可能性があります。従って、追加課
税は香港域外の国・地域により徴収されることになりま
す。

上記に対する一つの対応策として、香港政府は適用対
象となる香港UPEが有する香港域内の軽課税構成事業
体に対して国内最低税率を適用する可能性があります。
このような対応策は、ブループリントでも想定および許容
されており、当該最低税率の対象となる香港軽課税事
業体が支払う税額は、GloBE規則において合意される
国・地域単位の最低ETRに基づくことになります。これに
より、香港域外でのUTPRの潜在的な適用を無効にしま
す。

更に、このような国内最低税率が香港域外にUPEを有す
るMNEグループの香港構成事業体にも適用される可能
性があります。これにより、他国・地域が香港構成事業
体に対してIIRルールを適用することを予防します。

香港において上述の最低税率が導入される場合、香港
のETRに関する項目が制度設計に含まれることが重要
となります。

BEPS 2.0以後の香港の経済インフラと競争力の強化

第一の柱及び第二の柱の実施により、香港政府の税収
増加が見込まれています。一方で、多くのMNEが追加課
税をいずれかの国・地域で支払わなければならないこと
になります。従って、対象となるMNEの観点からは、香
港やシンガポールのように源泉地課税制度（属地主義）
を採用し、キャピタルゲインの非課税や、その他多くの優
遇税制（0%～8.25%の適用税率）を制定している国・地
域の国外投資先としての魅力は薄れることになるでしょ
う。

第二の柱の影響により、香港における税務メリットが低
下する見込みではあるものの、BEPS2.0の対象・非対象
となるMNEの双方の観点から、既存の優遇的な課税制
度を維持することは、香港が国際課税環境における投
資競争に勝ち抜く上で非常に重要です。更に、経済イン
フラやビジネス環境をさらに強化する必要があります。
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納税者への影響と次のステップ

第一の柱及び第二の柱のブループリントに関するパブ
リックコンサルテーションは、2020年12月14日まで書面
によるコメントを受け付けており、受領されたコメン卜はす
ベて公開されます。

特に高い関心のある個別の質問事項としてパブリックコ
ンサルテーション文書に記載されている項目は、既存の
類似税制（特に米国が導入しているグローバル軽課税無
形資産所得（すなわち、「GILTI」）合算課税など）との調
和、規則の技術的設計、執行手順及びコンプライアンス
の簡素化、紛争の防止と解決方法などです。ブループリ
ントに関するコンサルテーション会合は2021年1月中旬
に開催される予定であり、「BEPSに関する包摂的枠組
み」は、2021年半ばまでの合意形成を目指し、第一の
柱・第二の柱に関する残された課題について迅速に取り
組むことに合意しています。

第一の柱及び第二の柱の提案は、デジタルビジネスやそ
のモデルをはるかに超えた課税ルールの構造変革をも
たらすものです。

これらの提案は、ビジネスを営む際の国際的な課税ルー
ルに大幅な変更をもたらす可能性があるものです。企業
は、今後数ヶ月間にわたってこうした動向を注意深く観察
し、これらの提案がビジネスに及ぼす影響について、国
内及び多国間で、OECDや政策立案者と連携することが
重要です。また、企業はこれらの変更案が及ぼす潜在的
な影響を見極める必要があります。

2020年の内に「BEPSに関する包摂的枠組み」による合
意がなされないことが明らかになっている中、第一の柱
が2021年半ばまでに合意が達せられない場合、多くの
国においてデジタルサービス税が導入されるものと予想
されます。さらに、各国は自国の国内法を通じて、第一
の柱の基本設計における他の要素（例えば、Amount B
の類似案など）を導入する可能性があります。協調的な
国際合意がない場合、これによって二重課税および係
争が増加することが予想されます。

第二の柱に関しては、2021年半ばまで合意が達せられ
ない場合に、欧州連合および各国において、独自の最
低課税ルールの導入に向けた動きが活発化することが
予想されます。第二の柱に関しての取り組みは、特定の
国の利益を反映した逸脱や一方的な行動の起点となる
危険性があります。

納税者は、これらの広範囲にわたる提案の潜在的な影
響を評価し、必要に応じて税務専門家のアドバイスを求
めることを推奨します。
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